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成年後見制度の普及活動と人材育成について                 

理事・研修委員長 青木敏郎 

  少子高齢化、核家族の時代を迎え、老夫婦世帯、高齢者のお一人様世帯、超高齢の親と

高齢の子の老親子世帯、障害者のお子さんの面倒をみている親御さんの高齢化世帯が増えて

います。 さらに高齢化とともに認知症になる方が急速に増える状態にあり、６５歳以上の

高齢者の認知症有病率推定値は１５％で、認知症有病者数は約４６２万人（２０１２年）と

推計されています。 そのような中、判断能力が低下した方や親亡きあとの障がい者を社会

全体が支える仕組みが構築されてきています。その中心となる、ご本人様のための財産管理

と身上保護（身上監護）の役割を担う成年後見人（市民後見人）の育成は、ますます大切な

ことであり、責務と考えています。  

 当会の発足当時は、一般の方々は成年後見制度のことを殆ど知らない状態でしたので、講

演会・講習会において、成年後見制度の仕組みや成年後見人の役割を説明し、成年後見制度

を理解してもらうことを重点とした普及活動を行うとともに、成年後見人として活動できる

人材を育成する目的で市民後見人養成講座（基礎編）を開講しました。その後、当会で成年

後見人として活動して頂くための市民後見人養成講座（実務編：レベルアップ研修）を開設

しています。また、当会で成年後見人等や相談員として活動される方に事例研究や最新情報

提供の場として後見事務担当研修（スキルアップ研修）を実施しフォローアップ教育を行っ

ています。 

（１）成年後見制度利用の普及活動 

成年後見制度利用の普及活動として、講演会や講習会を数多く開催してきました。 

昨年から老後を安心して過ごすための「老後の安心講座（終活のすすめ）」を開設し、 

その中で、まだ先の話と思われている方々に成年後見制度の仕組み、役割の講座を設け

成年後見制度（任意後見）の利用を進めております。また、老人ホームや障がい者団体

等に出向き、成年後見人を必要とされる方々に出前講座を行っています。 

（２）市民後見人養成講座（基礎編） 

市民後見人を育成するための講座です。4日間２６時間のコースで、成年後見制度や

関係する周辺の制度を学習し、市民後見人として活動するための基礎知識を修得する。 

今までに１９回開催し、修了生は８００人を超えました。修了生の今後の活動を 

期待しています。 講座の主な内容は 

①成年後見制度と市民後見活動、②法定後見と任意後見、③財産管理と身上監護、 

④認知症の正しい理解、⑤相続と遺言、⑤介護保険制度、⑥生活保護制度、等 です。 

   支部ごとに講座の内容が多少異なるので、来年度からカリキュラムを見直し統一を図 

ります。 



（３）市民後見人養成講座（実務編） 

   基礎編を修了された方のレベルアップ講座です。当会の後見事務担当及び後見相 

談員の資格要件となります。対象者は、市民後見人養成講座（基礎編）を修了された方 

及び同等のレベルの方です。10 日間 30 時間コースで、講座の主な内容は 

  ①成年後見制度と市民後見人の役割、②倫理、③成年後見申し立て、④財産目録の作成、

⑤遺産目録、⑥代理行為目録、⑦収支予定表、⑧後見の事務、⑨身上監護（保護）の実

際、⑩東葛見守り安心プラン⑪事例による演習問題、⑫高齢者のすまい、介護施設 

  ⑬遺言と相続、⑭認知症と認知症サポートの方へ⑮高齢者の被害、⑯ケア―マネージャ

ーの役割と後見人、ケアープラン、⑰後見支援信託制度、⑱老後のライフプランニング 

  です。今まで、5回開催し、200 人以上の方が修了されています。 

（４）後見事務担当研修（スキルアップ研修） 

   当会の後見事務担当なる方への研修、後見事務担当に就任された方へのＯＪＴによる

研修、後見事務担当現場の報告事例研修（現場での悩み事も）、関係する法改正や社会

保障制度改正等の研修を行い、後見事務担当間の交流の場として後見事務担当会議＝ス

キルアップ研修になることを目指しています 

  ① 後見事務に就任されたときに行う研修（個別） 

   ・家裁や当会の業務委員会等への報告する書類一式の書式例のもとに記載事項・内 

容を習得する。 

・当会での後見事務担当の業務と報告方法を学習する。 

  ② ＯＪＴによる研修（副の方が正の方から学ぶ） 

   ・正の方が報告する報告書を作成する。 

   ・被後見人や被保佐人、被補助人の方への接し方等を学ぶ。 

  ③ 後見事務担当現場の報告事例からのフィードバック 

   ・個々に抱えている問題や共通問題をテーマにし、解決に至った経緯を事例集にする。 

   ・講義形式でなく、討論の場を提供する。 

   ・体験発表 

  ④ 法改正、社会保障制度の改正等の情報共有 

（５）外部機関への研修サポート（今後の課題） 

   外部機関へ当会から講師派遣および外部機関から後見人関連の業務を受託し、外部機 

関の成年後見人の育成をサポートします。 

対象機関は、市役所、社会福祉協議会※、福祉関係の大学 

  
 ※野田市社会福祉協議会から 27年度市民後見人養成講座、28年度スキルアップ研修を受託しました。 
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